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   高山市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 
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提案理由 

介護保険法施行令の改正に伴い改正しようとする。 



   高山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 高山市介護保険条例（平成１６年高山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

⑴～⒀ （略）  ⑴～⒀ （略）  

 ２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につい 

ての保険料の減額賦課に係る平成２７年度及

び平成２８年度の各年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２９，５２０円とす

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条第２項の規定は、平成２７年度分の保険料から適用し、平成２６年度以前  

 の年度分の保険料については、適用しない。 


